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【令和元年度事故統計の内訳】
（件） （件）

有責事故 他責事故

0 0

0 0
1 0

※すべて車庫内での接触事故になります。 1 0　合　計

　人身事故

　車内人身事故

　軽微な事故 1

　合　計 1
　物損事故

本　社 0 1 －1

　重大事故 0

本　社 1 0 ＋１

営業所名
令和元年度の実績（単位：件）

実　　績 前年実績 差　　異

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて

令和元年度の実績（単位：件）
営業所名

実　　績 目　　標 差　　異

株式会社マルノウチ・ノダトランスポートでは、「運輸安全マネジメント」に基づき、日々の輸送の安全

の確保にむけ種々の取り組みを行っております。この度、旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の７に基

づき、輸送の安全に関する２０１９年度の実績及び２０２０年度の計画について、次のとおり情報を公表

し、引き続き全役員及び全社員が一丸となり、安全の確保にむけて取り組んで参ります。

１．輸送の安全に関する基本的な方針

当社における輸送の安全に関する基本的な方針は次のとおりです。

（１）取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを認識し、社内において輸送の安全の

確保に主導的な役割を果たしてまいります。また、事業所における安全に関する声に耳を傾けるなど現業部

門の状況を十分に踏まえつつ、社員に対して輸送の安全の確保がもっとも重要であるという意識を徹底させ

ます。

（２）当社は、輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（「Plan Do Check Action」）を実施

し、輸送の安全性の向上に努めてまいります。また、輸送の安全に関する情報については、インターネット

等を通じて公表致します。

２．輸送の安全に関する目標及びその達成状況

当社では、輸送の安全目標として、毎年度、人身事故件数 ０件、物損事故件数 ０件を目標に努めてお

ります。 ２０１９年度目標につきましては、物損事故 １件の結果となり、目標を達成することが出来

ませんでした。２０１９年度の達成状況及び２０２０年度の目標は次のとおりです。

３．事故に関する統計

２０１９年度中、当社における自動車事故報告規則第２条に該当する事故は０件でした。尚、社員一人ひ

とりが意識を高め、同規則に該当する事故０件を目標として、全社一丸となって事故防止に取り組んで参

ります。

【

○運行状況の記録に加え、乗務員指導への活用のため、全在籍車両（１２両）に導入しております。

（導入率１００％）

【

○事故発生時等に的確な状況判断、乗務員への危機意識啓蒙による事故抑止効果を目的として、ドライブレ

コーダーを全在籍車両（１２両）に搭載しております。

（導入率１００％）

【

○当社ではお客様にとって安心・快適なバスを目指して、観光バスと福祉送迎バスにＡＥＤを設置しており

ます。

（５両、導入率４２％）

【

○バスの一層の安全性向上にむけ、新たに導入する送迎バス・観光バスにつきましては、以下の装置を擁し

ております。

・衝突被害軽減ブレーキ

・横滑り防止装置

・ふらつき注意喚起装置

・車線逸脱警報装置

・ドライバー異常時対応システム



【研修・教育風景】

（日常点検） (非常口より脱出研修）

（ＡＥＤ講習） (役員と従業員との意見交換会）

４．安全管理規程

当社では「輸送の安全性向上」を図るべく、安全管理規程を定めております。

（安全管理規程の主な内容）

・輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

・輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

・輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

５．輸送に関する教育及び研修計画

当社では、輸送の安全に関する目標を達成するため、定期的に開催している乗務員実務研修において、社

内管理職と運行管理者から乗務員への安全・接遇に関するアドバイスを実施しております。また、マルノ

ウチグループ各社での事故報告を基にした安全月報発行の他、毎月定期的に管理職による点呼を実施し、

輸送安全に関する啓蒙活動に取り組むほか、添乗によって日々の安全・接客・接遇レベルの確認・向上に

努めております。

【乗務員実務研修の内容】

・事業用自動車の安全運転に関する基本的事項

・事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法

・交通事故を防止するために留意すべき事項

・危険予測及び回避（ドライブレコーダーで記録されたヒヤリ・ハット事例の視聴）等



以上

７．貸切バス事業者安全性評価認定

公益社団法人日本バス協会より、安全に対する取り組みが優良な

貸切バス事業者として「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の

最高ランク「三ツ星」認定を２０１８年１２月に２０１６年１２

月に引き続き更に、４年間の更新を受けました。

８．輸送の安全に関する組織図

別紙１のとおり

６．その他安全に関する取組み

・全乗務員を対象に、運転時に危険と感じた事例を報告する「ヒヤリ・ハット」情報を集め、上記の研

修時等で情報の共有化に取り組んでおります。

・また次の装備を導入し、ハード面から安心・快適な輸送をサポートしております。

（※各項目の導入車両数及び導入率は、いずれも２０１９年度末現在）

【デジタルタコグラフ】

○運行状況の記録に加え、乗務員指導への活用のため、全在籍車両（１２両）に導入しております。

（導入率１００％）

【ドライブレコーダー】

○事故発生時等に的確な状況判断、乗務員への危機意識啓蒙による事故抑止効果を目的として、ドライブレ

コーダーを全在籍車両（１２両）に搭載しております。

（導入率１００％）

【ＡＥＤ自動体外式除細動器】

○当社ではお客様にとって安心・快適なバスを目指して、観光バスと福祉送迎バスにＡＥＤを設置しており

ます。

（５両、導入率４２％）

【先進安全自動車の導入推進】

○バスの一層の安全性向上にむけ、新たに導入する送迎バス・観光バスにつきましては、以下の装置を擁し

ております。

・衝突被害軽減ブレーキ

・横滑り防止装置

・ふらつき注意喚起装置

・車線逸脱警報装置

・ドライバー異常時対応システム

９．安全統括管理者

株式会社マルノウチ・ノダトランスポート本社営業所所長 堀越義博



別紙１

(株)マルノウチ・ノダトランスポート

R3.1.1

事故・事件発生時（緊急時）の連絡体制

  重 大 事 故 
死者発生 

１４日以上入院重傷者 

車内事故「１１日以上治療」 

高度交通ダウ人が個別に報告必

要と求めた事故 

故障・運行不能事故 

○車両の転覆・転落 

○死傷者１０名以上 

○車両火災による事故 

○運転者の健康状態に起因する

事故 

○飲酒又は酒気帯びによる運行 

○踏切における鉄道との接触事

故 

○危険物飛散・漏洩事故 

 
 
 

  災 害／事 件 
災害・異常気象・テロ事件発生 

○地震・台風・大雪等自然災害 

○爆弾類の爆発 

○有害ガスの発生・散布 

○危険予告電話等 

社会的影響大なる事故・事件 

○バスが犯罪に使用された事件 

○覚せい剤等使用の事件 

○NHK全国版放送規模の事故 

 
 
 

乗

務

員

 

統括運行管理者（営業所長） 

運行管理者・整備管理者 

業務課(事故係） 

本社営業部 

安全統括管理者 

社長 他 取締役 

①通報 

②

緊

急

報

告

 

⑤

報

告

④

報

告

 

⑦

詳

細

報

告

 

⑦

詳

細

報

告

 

連絡先の勤務時間内    

（８：３０～１７：１５）   

０４３－２４２－７３３６ 

(音声ガイダンス選択番[１])

ＦＡＸ： 

０４３－２４４－０７６０          

携帯電話：        

０８０－３３６９－７３７２

繋がらない場合      

０８０－３３６９－７０５４

(関東運輸局直通)報告は管轄

の運輸支局等へ！ 
報告 

⑥速報 

③

現

場

立

会

 

業務課課長 

≪サポート≫ 

教育課課長 

運行の確保 

報道機関への対応 

関係者問い合わせへの対応 

車輛の収容（車両欠陥有無確認） 

総務課課長 

≪サポート≫ 

営業課課長 

発生状況確認・現場検証立会 

保険対応（保険会社への連絡） 

被害者対応（家族への連絡） 

監督官庁への事故報告 

事

故

対

策

本

部

 

緊急連絡先 

０４－７１８９－８０２０ 

 

０９０-３３３９-８０２０ 

 

【報告内容】 

・乗務員名 

・いつ 

・どこで 

・だれと 

・どんな事故 

・けが人は？ 

 （乗客・相手・自分） 

・目撃者の有無（確保） 

 

【千葉運輸支局への報

告】 

 

※専用FAX送信票 

・特定重大事件報告 

・重大事件報告 

・事件予告報告 

 
 

⑧対応指示 

一

次

対

応

 


